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茅ヶ崎市自立支援協議会 報告書 

件  名  令和６年度第１回事業所間交流・情報発信部会 

日  時  令和６年６月１３日（木） 10 時 00 分～12 時 00 分 

場  所  茅ヶ崎市役所分庁舎 5 階 Ａ会議室 

事 務 局 生活相談室とれいん 

出 席 者 ■増藤 純（当事者） 

■山田 絵美（当事者） 

■川邊 洋平（茅ヶ崎市障害者施設連絡会） 

■押上 江里奈（茅ヶ崎市・寒川町居宅介護事業所連絡会） 

■岡崎 浩之（茅ヶ崎市地域作業所連絡会） 

■伊藤 久美（茅ヶ崎・寒川ホーム連絡会） 

■小木曽 清美（茅ヶ崎市・寒川町障害児者通所事業所連絡会） 

■岸 丈志（茅ヶ崎市・寒川町障害児者通所事業所連絡会） 

■角田 三千代（茅ヶ崎市障害者団体連絡会） 

□松下 あやこ（茅ヶ崎市障害者団体連絡会） 

■棚橋 利恵（茅ヶ崎市相談支援事業所連絡会） 

■尾辻 涼（茅ヶ崎市障がい福祉課） 

 ■安田のり子、榎園 貴子（事務局：生活相談室とれいん） 

■出席 □欠席    

議題・検討内

容 

１．開会 

（１）事務局とれいんより あいさつ 

皆さまの暮らしや仕事、生活の中で困っていることがあれば、話し合って 

いく場としていきたいと思っています。 

（２）自己紹介 

名簿の名前順に自己紹介と、この部会で何をしていきたいか簡単に一言ず 

つ伺った。 

 

２．部会長、副部会長の選出 

立候補者はなかったため、事務局より推薦した岸部会員が会長、 

増藤部会員が副部会長に選出された。 

部会長： 岸氏（茅ヶ崎市・寒川町障害児者通所事業所連絡会） 

副部会長：増藤氏（当事者） 

 

３．部会で話し合う内容について  司会・進行は部会長に依頼。 

（１）部会のテーマの説明（とれいんより） 

・資料② 事業所間交流・情報発信部会 活動予定表参照 
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・6 種類の部会のうちのひとつ。 

 年 3 回を予定。任期は 2 年となっている。 

・ここ 5 年くらいで放課後等デイサービス・グループホームが急激に増えて

いる。 

・小学校入学、高校卒業、成人した時の年金申請、高齢期になったときの介

護保険など、ライフステージの切り替えごとに必要な情報発信が求められて

いる。当事者の意見を聞きながら分かりやすく伝える・分かりやすく伝わる

ことが当初のゴールのイメージに設定されているので、計画を踏まえて具体

的な検討課題をお話しいただきたい。 

 

（２）部会で話し合いたいこと、やりたいことについて 

・テーマを２つに絞って、2 チームで話を詰めていくこととした。 

【１．事業者間交流会開催について】 

・昨年 12 月に大交流会を開催、訪問看護ステーションも複数参加し、活発な 

意見交換会となった。今年度も昨年度にならい、部会で内容を企画・検討 

し、開催する。 

・場所の予約や時期的なことはどうしていくのか。 

・前年度の資料を参考に話し合い、問題と改善点を共有した。 

 開催時間が 17 時から 20 時で、時間設定を日中で出来ないか。 

 第 1 部の講演をもっと聞きたかった。 

 第 2 部の事業者間交流の時間を多くしてほしい。 

・時間設定とメインテーマをどうしていくのか。 

といった意見があり、次回部会で内容を検討し、実施を進めることとした。 

【２．当事者目線の情報発信について】 

・当事者部会員より、虐待がなくなるように「神奈川県当事者目線の障害福 

祉推進条例」を支援者に伝えていきたい、という意見が提起された。 

他の部会員は、条例自体の知識がない、または内容を知らない、という意 

見が多く、部会を活用して周知ができたら、という意見が多く出された。 

・当事者部会員より、茅ヶ崎市内で活動している障害当事者の会「サザン C」

で昨年勉強会を実施したところ、30 人ほど参加された。このような機会に、

成人なら本人だが、児童なら保護者が参加してもいいのではないか。 

 条例を当事者を含めいろいろな人が読めるよう「みんなで読める」版を作

成した委員と支援者が説明に来てくれると良いのでは、という提案があり、

次回の部会を活用して説明会を開催することとなった。 

当日資料 【資料】 

 資料①  部会員の名簿 

 資料②  事業所間交流・情報発信部会 活動予定表 

 


